
4営業日前までに弊社着（間に合わない場合は、事前
にご相談ください）

書留や宅配便など記録の残る方法で送付

電子公告調査サービス利用の流れ

ご担当者様
（電子公告を実施される企業様）

弊社（*1）

（総合インフォメーション 大阪）

◆担当者登録書の記入
※サービス申込書と同時でも可

◆登録ＩＤの発行
登録ＩＤ（秘密情報保持誓約書）の送付

◆サービス申込書の記入
公告情報ファイルの準備

書留や宅配便など記録の残る方法で送付

★弊社から法務省へ公告
の概要を申請

◆テスト調査機にて確認

◆公告アドレスへテスト
掲載

◆登記アドレスから公告
アドレスまでのリンク

※調査開始日の0時までに

公告の中断等確認された
場合に連絡

サーバの確認や追加公告
の実施

中断等が生じた場合追加公告の実施

◆調査終了日の翌営業
日に『調査結果通知書』

（書面またはPDFファイ
ル）を発送（*2）

翌日10時までに到着予定の郵便または宅配
便にて送付（*3） 受領印が必要。
ファイルは終了日の翌営業日の交付も可能

◆『調査結果通知書』の
受領

※登記申請に必要な場合は登
記所へ提出

◆料金のお支払い
指定銀行口座への振込、公告終了日の翌々月末

までにお願いします。

申込内容の確定

調査開始日0時より本調査開始

調査終了日24時で調査終了

企業様サイト
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★0時より申請内容が『法務省
電子公告システム』へ反映
http://e-koukoku.moj.go.jp/

◆受付通知書の発行

テスト調査

◆1時間に1回の頻度で

調査

メールや電話にて連絡

お申込内容のご相談

メールや電話にて連絡
公告内容、根拠条文、公
告期間などのご相談

公告内容、根拠条文、公
告期間などのご案内

（*1）：企業情報の管理上、大阪本社でのみ受付を行っております。
（*2）：諸事情により、調査終了日の翌営業日以降に発送となる場合があります。
（*3）：配送事情により、一部地域は除きます。また、交通事情等により到着が遅れる場合があります。

◆テスト調査状況の連絡

企業様サイト

企業様サイト


